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※平成３０年度以前における「個別支援型」は平成３０年度以降の「移動介護（個別支

援型）」に該当します。 

 

 

○サービスの内容について 

 

 【移動介護】 

  移動介護の目的及び利用対象者については，平成３０年度以前の移動支援事業と同一

です。 

  

 

 

 

【平成３０年度から】 

【平成３０年度以前】 



 

 【通学通所支援】 

  ⇒単独での通学通所が困難な方に対し，移動の介護を行います。 

  ◎対象者は，下記のいずれかに該当する方となります。 

① 主たる介護者が高齢のために本人の移動中の介護をすることができない場合 

② 強度の行動障がいや医療的ケアがあり，主たる介護者１人では移動中の介護をす

ることができない場合 

③ ひとり親家庭等の世帯で主たる介護者が生計維持のために就労しており，本人の

移動中の介護をすることができない場合 などです。 

※利用を希望する際は，別途，支給決定が必要となりますので下記連絡先までご連絡く

ださい。なお，申請の際には，市職員による家庭環境等の聞き取りを実施します。 

 

 

お問い合わせ 

   保健福祉部 障がい福祉課 相談支援グループ（市役所１階Ｂ－２番窓口） 

   電話番号：０２８－６３２－２３６４ ファクス：０２８－６３６－０３９８ 

 

 

 


